
国
立
研
究
開
発
法
人
科
学
技
術
振
興
機
構
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱

第
一

国
立
研
究
開
発
法
人
科
学
技
術
振
興
機
構
法
の
一
部
改
正

一

機
構
の
目
的
の
追
加

国
立
研
究
開
発
法
人
科
学
技
術
振
興
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
の
目
的
に
、
国
立
大
学
法
人
か
ら
寄
託
さ
れ

た
資
金
の
運
用
の
業
務
及
び
大
学
に
対
す
る
研
究
環
境
の
整
備
充
実
等
に
関
す
る
助
成
の
業
務
を
追
加
す
る
も
の
と
す
る

こ
と
。

（
第
四
条
関
係
）

二

役
員
及
び
職
員

１

監
事
の
う
ち
少
な
く
と
も
一
人
は
、
常
勤
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
十
条
第
二
項
関
係
）

２

役
員
と
し
て
、
寄
託
金
運
用
業
務
等
を
担
当
す
る
運
用
業
務
担
当
理
事
一
人
を
置
く
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
条
第
三
項
関
係
）

３

運
用
業
務
担
当
理
事
は
、
寄
託
金
運
用
業
務
等
に
つ
い
て
、
理
事
長
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
機
構
を
代
表
し
、

理
事
長
を
補
佐
し
て
機
構
の
業
務
を
掌
理
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
一
条
第
二
項
関
係
）

４

監
事
は
、
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
以
下
「
通
則
法
」
と
い
う
。
）
第
十
九
条
第
九
項
の
規
定
に
基
づ
き
理
事
長
又



は
文
部
科
学
大
臣
に
寄
託
金
運
用
業
務
等
に
係
る
意
見
を
提
出
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
三
の
１
の
運
用
・
監
視
委

員
会
に
そ
の
旨
を
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
一
条
第
四
項
関
係
）

５

運
用
業
務
担
当
理
事
は
、
通
則
法
第
二
十
条
第
四
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
経
済
、
金
融
、
資
産
運
用
、
経
営
管

理
そ
の
他
の
寄
託
金
運
用
業
務
等
に
関
連
す
る
分
野
に
関
す
る
学
識
経
験
又
は
実
務
経
験
を
有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
、

文
部
科
学
大
臣
の
承
認
を
受
け
て
、
理
事
長
が
任
命
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
二
条
第
一
項
関
係
）

６

理
事
長
は
、
５
に
よ
り
運
用
業
務
担
当
理
事
を
任
命
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
も
の
と
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
通
則
法
第
二
十
条
第
五
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
も
の
と
す
る
こ

と
。

（
第
十
二
条
第
二
項
関
係
）

７

通
則
法
第
二
十
二
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
金
融
事
業
者
で
あ
っ
て
機
構
と
取
引
上
密
接
な
利
害
関
係
を
有
す
る

も
の
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
者
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
そ
の
役
員
又
は
金
融
事
業
者
の
団
体
の
役
員
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
者
は
、
役
員
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
五
条
関
係
）

８

理
事
長
及
び
理
事
の
禁
止
行
為
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
を
整
備
す
る
こ
と
。

（
第
十
七
条
関
係
）

９

機
構
の
役
員
及
び
職
員
の
秘
密
保
持
義
務
と
し
て
、
四
の
１
の

及
び

並
び
に
こ
れ
ら
に
附
帯
す
る
業
務
に
係
る

（一）

（二）



職
務
に
関
し
て
知
る
こ
と
の
で
き
た
秘
密
を
追
加
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
八
条
関
係
）

三

運
用
・
監
視
委
員
会
の
新
設

１

機
構
に
、
寄
託
金
運
用
業
務
等
の
適
正
な
運
営
を
図
る
た
め
、
運
用
・
監
視
委
員
会
を
置
く
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
条
第
一
項
関
係
）

２

業
務
方
法
書
、
中
長
期
計
画
、
年
度
計
画
の
う
ち
寄
託
金
運
用
業
務
等
に
関
す
る
事
項
及
び
四
の
５
の
基
本
方
針
に

つ
い
て
は
、
運
用
・
監
視
委
員
会
の
議
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
条
第
二
項
関
係
）

３

運
用
・
監
視
委
員
会
は
、
寄
託
金
運
用
業
務
等
の
実
施
状
況
を
監
視
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
条
第
三
項
関
係
）

４

運
用
・
監
視
委
員
会
は
、
２
及
び
３
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
寄
託
金
運
用
業
務
等
に
関
し
、
理
事
長
の
諮
問
に
応

じ
て
重
要
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
述
べ
、
又
は
必
要
と
認
め
る
事
項
に
つ
い
て
理
事
長
に
建
議
す
る
こ
と
が
で
き
る
も

の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
条
第
四
項
関
係
）

５

運
用
・
監
視
委
員
会
は
、
運
用
・
監
視
委
員
五
人
以
内
を
も
っ
て
組
織
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
一
条
関
係
）



６

運
用
・
監
視
委
員
は
、
経
済
、
金
融
、
資
産
運
用
、
経
営
管
理
そ
の
他
の
寄
託
金
運
用
業
務
等
に
関
連
す
る
分
野
に

関
す
る
学
識
経
験
又
は
実
務
経
験
を
有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
、
文
部
科
学
大
臣
が
任
命
す
る
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、

欠
格
要
件
等
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
を
設
け
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
二
十
二
条
第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
関
係
）

四

業
務
の
追
加

１

機
構
に
、
次
の
業
務
を
追
加
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
三
条
関
係
）

国
立
大
学
寄
託
金
の
運
用
を
行
う
こ
と
。

（一）

大
学
に
対
し
、
国
際
的
に
卓
越
し
た
科
学
技
術
に
関
す
る
研
究
環
境
の
整
備
充
実
並
び
に
優
秀
な
若
年
の
研
究
者

（二）
の
育
成
及
び
活
躍
の
推
進
に
資
す
る
活
動
に
関
す
る
助
成
を
行
う
こ
と
。

２

国
立
大
学
寄
託
金
の
運
用
は
、
有
価
証
券
（
株
式
を
除
く
。
）
の
売
買
、
預
金
又
は
貯
金
（
文
部
科
学
大
臣
が
適
当

と
認
め
て
指
定
し
た
も
の
に
限
る
。
）
、
信
託
会
社
又
は
信
託
業
務
を
営
む
金
融
機
関
へ
の
信
託
、
金
融
機
関
等
に
対

す
る
有
価
証
券
の
貸
付
け
、
債
券
オ
プ
シ
ョ
ン
の
取
得
又
は
付
与
、
先
物
外
国
為
替
の
売
買
、
通
貨
オ
プ
シ
ョ
ン
の
取

得
又
は
付
与
、
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
方
法
に
よ
り
安
全
か
つ
効
率
的
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ

と
。

（
第
二
十
六
条
関
係
）



３

機
構
は
、
１
の

に
掲
げ
る
業
務
（
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務
を
含
む
。
）
に
係
る
勘
定
に
属
す
る
資
金
を
運
用
す
る

（二）

に
当
た
っ
て
は
、
２
に
掲
げ
る
方
法
以
外
の
方
法
に
よ
っ
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、
こ
の
運
用
に
つ
い

て
は
、
通
則
法
第
四
十
七
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。（

第
二
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
関
係
）

４

文
部
科
学
大
臣
は
、
３
の
運
用
が
長
期
的
な
観
点
か
ら
安
全
か
つ
効
率
的
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
基
本
指

針
を
定
め
、
こ
れ
を
機
構
に
通
知
す
る
と
と
も
に
、
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
八
条
第
一
項
関
係
）

５

機
構
は
、
４
の
通
知
を
受
け
た
と
き
は
、
基
本
指
針
に
基
づ
き
、
運
用
の
目
的
そ
の
他
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
事

項
を
記
載
し
た
基
本
方
針
を
作
成
し
、
文
部
科
学
大
臣
の
認
可
を
受
け
る
と
と
も
に
、
認
可
を
受
け
た
と
き
は
、
遅
滞

な
く
、
こ
れ
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
基
本
方
針
を
変
更
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
九
条
第
一
項
及
び
第
六
項
関
係
）

６

文
部
科
学
大
臣
は
、
３
の
運
用
の
安
全
か
つ
効
率
的
な
実
施
の
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
機
構
に

対
し
、
３
の
運
用
の
方
法
の
見
直
し
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
と
と



も
に
、
機
構
は
、
文
部
科
学
大
臣
か
ら
当
該
求
め
が
あ
っ
た
と
き
は
、
正
当
な
理
由
が
な
い
限
り
、
そ
の
求
め
に
応
じ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
関
係
）

五

財
務
及
び
会
計

１

機
構
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
に
つ
い
て
は
、
当
該
業
務
以
外
の
業
務
に
係
る
経
理
と
区
分
し
、
そ
れ
ぞ
れ
勘
定
を
設

け
て
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
一
条
第
一
項
関
係
）

四
の
１
の

に
掲
げ
る
業
務
（
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務
を
含
む
。
）

（一）

（一）

四
の
１
の

に
掲
げ
る
業
務
（
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務
を
含
む
。
）

（二）

（二）

２

１
の

に
掲
げ
る
業
務
に
係
る
業
務
上
の
余
裕
金
の
運
用
に
つ
い
て
は
、
四
の
３
を
準
用
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（一）

（
第
三
十
一
条
第
二
項
関
係
）

３

１
の

に
掲
げ
る
業
務
に
係
る
勘
定
及
び
１
の

に
掲
げ
る
業
務
に
係
る
勘
定
に
お
い
て
、
利
益
及
び
損
失
の
処
理

（一）

（二）

に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
所
要
の
特
例
等
を
設
け
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
三
十
二
条
第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
関
係
）

４

機
構
は
、
１
の

に
掲
げ
る
業
務
に
必
要
な
資
金
に
充
て
る
た
め
、
文
部
科
学
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
、
長
期
借
入

（二）

金
を
し
、
又
は
機
構
債
券
を
発
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
三
条
第
一
項
関
係
）



５

政
府
は
、
国
会
の
議
決
を
経
た
金
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
機
構
の
長
期
借
入
金
又
は
機
構
債
券
に
係
る
債
務
に
つ

い
て
保
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
四
条
関
係
）

６

機
構
は
、
毎
事
業
年
度
、
長
期
借
入
金
及
び
機
構
債
券
の
償
還
計
画
を
立
て
て
、
文
部
科
学
大
臣
の
認
可
を
受
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
五
条
関
係
）

六

雑
則

文
部
科
学
大
臣
は
、
四
の
２
の
指
定
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
四
の
４
の
基
本
指
針
を
定
め
、
又
は
変
更
し
よ
う
と
す

る
と
き
、
四
の
５
又
は
五
の
４
若
し
く
は
６
に
関
す
る
認
可
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
五
の
３
に
関
す
る
承
認
を
し
よ
う

と
す
る
と
き
に
は
、
財
務
大
臣
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
六
条
関
係
）

七

罰
則

機
構
の
役
員
を
二
十
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
場
合
と
し
て
、
四
の
２
の
方
法
以
外
の
方
法
に
よ
り
国
立
大
学
寄
託

金
、
四
の
３
の
勘
定
に
属
す
る
資
金
又
は
五
の
１
の

に
掲
げ
る
業
務
に
係
る
業
務
上
の
余
裕
金
を
運
用
し
た
と
き
を
追

（一）

加
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
四
十
二
条
関
係
）

八

そ
の
他



１

財
政
融
資
資
金
は
、
令
和
三
年
度
か
ら
令
和
五
十
二
年
度
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
財
政
融
資
資
金
法
第
十
条
第
一
項

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
五
の
１
の

に
掲
げ
る
業
務
に
必
要
な
資
金
に
充
て
る
た
め
機
構
が
借
入
れ
を
す
る
場
合
に

（二）

お
け
る
機
構
に
対
す
る
貸
付
け
及
び
機
構
が
発
行
す
る
機
構
債
券
に
運
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
と
と
も
に

、
こ
れ
ら
に
運
用
さ
れ
る
財
政
融
資
資
金
は
令
和
五
十
二
年
度
ま
で
の
間
に
償
還
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
五
条
の
三
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
関
係
）

２

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。

第
二

附
則

一

施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
一
条
関
係
）

二

経
過
措
置

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
二
条
関
係
）



三

そ
の
他
関
係
法
律
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。

（
附
則
第
三
条
か
ら
第
五
条
ま
で
関
係
）


